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水
道
事
業
を
取
り
巻
く
状
況
が

大
き
く
変
化
し
ま
し
た

　

現
行
の
料
金
は
、
合
併
前
の
平
成
９

年
に
改
正
さ
れ
た
旧
安
来
市
に
統
一
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
広
瀬
・
伯

太
は
８
８
６
円
程
度
の
値
下
げ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
職
員
削
減
な

ど
経
費
削
減
に
努
め
、
料
金
改
定
を
し

て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
水
道
事
業
を
取
り
巻
く
環

境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
施
設

の
老
朽
化
、
人
口
減
少
・
節
水
機
器
の

普
及
な
ど
に
よ
る
収
入
減
、
国
の
制
度

改
革
な
ど
に
よ
り
、
大
き
な
財
源
不
足

に
陥
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

改
定
後
は
県
内
８
市
の

平
均
的
な
料
金
に
な
り
ま
す

　

将
来
に
わ
た
り
安
定
し
た
事
業
運
営

を
続
け
る
た
め
に
は
、
料
金
の
改
定
が

避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
す
。
こ
の
た

め
、
20
年
ぶ
り
に
料
金
の
引
き
上
げ
を

的
に
引
き
上
げ
る
激
変
緩
和
措
置
や
、

低
所
得
者
層
を
対
象
に
し
た
新
た
な
減

免
制
度
を
導
入
し
ま
す
。（
詳
し
く
は

次
号
以
降
の
広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
）

　

引
き
続
き
安
全
・
安
心
で
、
お
い
し

い
水
を
皆
さ
ん
に
お
届
け
す
る
た
め
、

さ
ら
な
る
コ
ス
ト
縮
減
と
経
営
の
効
率

化
に
努
め
て
い
き
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
は
、
水
道
事
業
の
健
全
な
経
営
と

安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
届
け
る
た

め
、
来
年
度
か
ら
３
年
間
を
か
け
て
段

階
的
に
水
道
料
金
を
引
き
上
げ
ま
す
。

新
料
金
は
、
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら

適
用
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
料
金
改
定
の
概
要
に
つ
い
て
、

広
報
紙
で
３
回
に
わ
た
っ
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

３
年
間
で
段
階
的
に
水
道
料
金
を
引
き
上
げ
ま
す

施
設
の
更
新
に
取
り
組
み
、
安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
届
け
ま
す
問い合わせ
水道管理課
電話 23-3400

水
道
料
金
改
定
①

行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

今
後
の
水
道
事
業
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
た
め
、
平
成
27
年

12
月
に
「
安
来
市
水
道
事
業
運

営
審
議
会
」（
委
員
11
人
）
を

設
置
し
４
回
に
わ
た
り
審
議
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
審
議
会
答

申
（
30
％
程
度
の
引
き
上
げ
）

を
も
と
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

負
担
が
最
小
限
と
な
る
よ
う

23
・
７
％
の
引
き
上
げ
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

引
き
上
げ
後
、
平
均
的
な
ご

家
庭
の
水
道
料
金
は
、
県
内
市

町
村
の
平
均
額
を
少
し
下
回
る

額
と
な
り
ま
す
。（
下
表
）

   

一
方
、
引
き
上
げ
の
影
響
を

分
散
す
る
た
め
、
３
年
か
け
て

料
金
を
、
三
分
の
一
ず
つ
段
階

1 カ月あたりの水道基本料金表

基 

本 

料 

金

口径
旧料金 新料金

～平成29年
3月31日

平成29年
4月1日～

平成30年
4月1日～

平成31年
4月1日～

13mm 1,000 1,100 1,200 1,250
20mm 1,350 1,380 1,490 1,550
25mm 2,200 1,650 1,800 1,900
30mm 3,150 2,150 2,300 2,400
40mm 6,750 2,850 3,000 3,100
50mm 10,000 5,400 5,700 5,950
75mm 25,000 10,650 11,250 11,800

100mm 42,500 24,750 24,850 24,900
※実際の支払いは 2 ヵ月分ごとになります。単位は円・税別。

1 カ月あたりの水道従量料金表

従 

量 

料 

金

使用水量

㎥

旧料金 新料金
1 ㎥につき 1 ㎥につき

～平成29年
3月31日

平成29年
4月1日～

平成30年
4月1日～

平成31年
4月1日～

～ 8 0 0 0 0
9 ～ 11 122 136 144 156

12 ～ 15 141 149 162
16 ～ 20 127 144 153 166
21 ～ 30 145 161 171 185
31 ～ 40 173 183 198
41 ～ 50 162 181 191 207

51 ～ 100 185 196 212
101 ～ 500 167 190 201 218

501 ～ 171 194 206 223
※実際の支払いは 2 ヵ月分ごとになります。単位は円・税別。
※口径による従量料金の差はありません。

県内の市ごとの水道料金

県平均　3,598円


